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前回定例会（令和 8 年 1 月 7 日）以降の資源エネルギー庁の動き 

 
 令 和 8 年 2 月 4 日 
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 
 柏崎刈羽地域担当官事務所 

 

 

１．エネルギー政策全般 

◎中部電力株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました【1月 5日】 

経済産業省は本日、中部電力株式会社（以下「中部電力」という。）に対して、浜岡原

子力発電所の地震動の評価に当たって不適切な方法で実施をしていた事案について、電気

事業法第 106 条第 3 項の規定に基づく報告を求めました。 

（概要） 

中部電力が、原子力規制委員会による原子炉等規制法に基づく浜岡原子力発電所 3 号

機・4 号機の新規制基準適合性確認審査において、浜岡原子力発電所の地震動の評価を不

適切な方法で実施していた事案（以下「本事案」という。）が確認されたことを踏まえ、

経済産業省は、本日、中部電力に対して、電気事業法第 106 条第 3項の規定に基づき、本

事案の事実関係及び経緯について徹底的な調査を行った上で報告すること、及び本事案の

発生原因を特定・整理した上で実効的な再発防止策をとりまとめ、あわせて他の類似事案

の有無等について報告するよう求めました。 

 

◎全国の都道府県知事に対し原子力利用に伴う課題解決に向けた協力をお願いする旨のレ

ターを発出しました【1月 16 日】（資料 1） 

赤澤経済産業大臣より全国の都道府県知事に対し、原子力利用に伴う課題の解決に向け

た協力をお願いする旨のレターを発出の上、同レターを資源エネルギー庁のホームページ

にて公表しました。 

 

（大臣レターの概要） 

昨年末、東京電力・柏崎刈羽原子力発電所について花角新潟県知事より、また、北海道

電力・泊発電所について、鈴木北海道知事より再稼働に対する理解表明がなされました。

立地地域の皆様に対し、改めて感謝を申し上げます。 

その際、立地地域の声として、「再稼働の意義やバックエンド問題の重要性について、

電力消費地にも理解してほしい」等の御指摘をいただきました。こうした御指摘も踏ま

え、赤澤大臣より、エネルギー政策を担当する大臣として、原子力利用に伴う課題の解決

に向け、本日、全国の都道府県知事に対し、レターを発出させていただきました。 

具体的には、 

1.住民理解の促進や立地地域との連携に取り組んでいただきたいこと 

2.原子力利用に伴い発生する廃棄物の最終処分について、電力の消費地も含め調査地域

を拡大するための国の取組をご理解いただきたいこと 

をお願いしております。 

また、中部電力・浜岡原子力発電所の不正事案により、国民や立地地域の皆様にもご不

安とご心配をおかけしていることを深刻に受け止め、経済産業省として、中部電力に対し

ては厳しい対応を行うとともに、各事業者から、同様の不正事案はないとの報告を受けた

こともお伝えしております。 
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国としても、再稼働の意義や立地地域の声について、全国的な理解醸成がなされるよ

う、前面に立って丁寧に取り組んでいくとともに、処分地選定に向けた調査について、地

域任せにすることなく、国の責任で地域にご協力をお願いしていきます。 

 

◎第 1回 柏崎刈羽原子力発電所に関する監視強化チームが開催されました【1月 22 日】

（資料 2） 

 電力の安定供給および脱炭素電源確保のために重要な意義を有する東京電力柏崎刈羽原

子力発電所の再稼働に向けて、東京電力福島第一原子力発電所事故を起こした東京電力に

対する不安の声を踏まえ、関係省庁の緊密な連携を確保し、東京電力柏崎刈羽原子力発電

所の運営の監視に万全を期すため、原子力関係閣僚会議の下に、柏崎刈羽原子力発電所の

運営に関する監視強化チームが開催されました。 

 

○赤澤経済産業大臣閣議後記者会見（毎週火曜・金曜、エネルギー関連抜粋） 

 1 月 9 日 東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働への影響 他 

https://www.meti.go.jp/speeches/kaiken/2025/20260109001.html 

（中部電力浜岡原子力発電所の安全審査に係る不正） 

本件は、原子力の利用の大前提である安全性に対する国民の皆様の信頼を大きく損な

う、あってはならないものだと考えています。経済産業大臣として、極めて重く受け止め

ております。経済産業省としては、中部電力に対して、1 月 5 日月曜日、電気事業法に基

づく報告徴収命令を打ちました。徹底した原因究明と実効的な再発防止策の検討・実施を

求めておりまして、その結果を踏まえて厳正に対処していくという考えでございます。ま

た、全ての原子力発電事業者に対し、原子力規制庁の指導の下、安全最優先での対応を徹

底し、信頼性の確保に引き続き取り組むよう要請をしております。事業者に対しては、万

が一同様の問題があれば速やかに報告せよということも求めているところでございます。

いずれにせよ、現時点では他の事業者について、原子力規制庁の審査や検査の中で同様の

不正が見出だされたものはないと承知しております。 

 

（エネルギー政策への影響、中部電力が電気事業連合会トップに就いていることについ

て） 

浜岡原発の影響ということでありますけれども、これについては私どもも事実関係がま

だ完全に分かってはおらない。したがって、実際に事実関係が確定した上で、どこに責任

の所在があるのか、どういった、例えば処分を行うのか等もまだ決まっていないので、今

後どのような影響が出てくるかについては、まだちょっと申し上げるのは早い段階かなと

思います。そういう意味では、しっかりと電気事業法に基づく命令を今出しておりますの

で、徹底した原因究明と実効的な再発防止策の検討・実施をしてもらって、その結果を踏

まえて厳正に処分をするということが今申し上げられることで、その結果のどんな影響が

あるかについては、ちょっとまだ申し上げるのは早いのかなというのが 1 点であります。 

それから 2 点目は、私自身も非常に今回の件は重く受け止めておりまして、しっかり最

終的な結果を踏まえて処分したいと思いますが、先ほど申し上げたことなのですが、責任

の所在ということも含めて、いろいろ判断しなければいけないことがあると思うので、そ

の 2 点目の御質問についても、ちょっと現時点で申し上げることについては差し控えたい

と思います。 

  （東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働への影響） 

原子力利用における安全性の確保は、いわゆる炉規制法ですか、原子炉等規制法に基づ

き、独立性の高い原子力規制委員会が一元的に確認することとなっています。これは御案

内の点だと思います。その上で、柏崎刈羽原子力発電所については 6 号機でありますが、

原子力規制委員会によって、新規制基準に適合すると認められている事実に変わりはない
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と承知しております。6 号機については、現在原子力規制庁による原子炉起動前の使用前

確認を実施しているところであり、東京電力においては、原子力規制庁の指導の下で緊張

感を持って安全最優先で対応を進めてもらいたいと考えております。いずれにせよ、政府

としては、高い独立性を有する原子力規制委員会が、新規制基準に適合すると認めた場合

のみ、その判断を尊重し、地域の御理解を得ながら再稼働を進めていくという方針に変わ

りはございません。 

  （ロシア産天然ガスの輸入） 

EU がロシア産天然ガスの輸入を減少させるための追加的措置を講じたことについては

承知しております。日本もロシア産エネルギー依存を着実に低減させてきていることも事

実でありまして、2021 年と 2024 年の輸入実績を比較すれば、これも御案内のことと思い

ますが、原油及び石炭は 9 割以上、LNG も 1 割以上、輸入量を減少させております。一

方、ロシア産天然ガスを含め、海外からの LNG の確保は我が国のエネルギー安全保障上極

めて重要です。今後の輸入については、その観点もまさにそれが理由ということでありま

すけれども、G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携をし、ウクライナの公正かつ永続

的な平和を実現するために何が効果的か、我が国の国益にとって何が必要か、といった点

を総合的に判断するということで適切に対応してまいりたいと考えております。 

 

 1 月 16 日 都道府県知事に対する原子力利用に伴う課題解決に向けた協力をお願いす

る旨のレター 他 

https://www.meti.go.jp/speeches/kaiken/2025/20260116001.html 

都道府県知事に対する原子力利用に伴う課題解決に向けた協力をお願いする旨の 

レター 

（冒頭発言） 

昨年末、東京電力柏崎刈羽原子力発電所について花角新潟県知事より、また、北海道電

力泊発電所について鈴木北海道知事より、再稼働に対する理解表明をいただきました。立

地地域の皆様に対し改めて感謝を申し上げる次第でございます。その際、立地地域の声と

して、再稼働の意義やバックエンド問題の重要性について電力消費地にも理解をしてほし

いなどの御指摘をいただきました。こうした御指摘も踏まえ、エネルギー政策を担当する

大臣として、原子力利用に伴う課題の解決に向け、本日、全国の都道府県知事に対しレ

ターを発出させていただきました。具体的には、住民理解の促進や立地地域との連携に取

り組んでいただきたいこと、それが 1 点目です。2 点目は、原子力利用に伴い発生する廃

棄物の最終処分について、電力の消費地も含め調査地域を拡大するための国の取組を御理

解いただきたいことであります。その 2 つのお願いをレターの中でしております。また、

中部電力浜岡原子力発電所の不正事案により、国民や立地地域の皆様にも御不安と御心配

をおかけしていることを深刻に受け止め、経済産業省として、中部電力に対しては厳しい

対応を行うとともに、他の事業者に対しても安全最優先を徹底するよう要請することに加

えて、各事業者から同様の不正事案はないとの報告を受けたこともお伝えしております。

国としても再稼働の意義や立地地域の声について、全国的な理解醸成がなされるよう前面

に立って丁寧に取り組んでいくとともに、処分地選定に向けた調査について地域任せにす

ることなく、国の責任で地域に御協力をお願いしてまいります。詳細は事務方にお尋ねい

ただきたいと思います。 

 

（質疑応答） 

これについては長いこと取り組んできて、いろいろな流れがあるわけですけれども、今

般も花角知事が、あるいは鈴木知事が、御地元の原発について再稼働に理解を表明される

機会を捉えて、ただ、このエネルギー問題というのは自分達の地元の問題だけではないの

だと、全国的な理解が得られるようにしてほしいし、ことさらに最終処分について消費地
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も含めて国全体で考えてほしいということを強くおっしゃったわけであります。その機会

を捉えて私もレターを出させていただいて、働きかけを行ったところでありますし、今

後、これは決して国として責任を逃れることのできない大変重要な問題でありますので、

具体的に何をやるかということについて今日申し上げることはいたしませんが、今まで以

上の積極さで、しっかり、この問題に取り組んでいきたいと考えております。 

 

 1 月 23 日 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働 他 

https://www.meti.go.jp/speeches/kaiken/2025/20260123001.html 

（柏崎刈羽原子力発電所の再稼働） 

柏崎刈羽原子力発電所の再稼働は、東日本における電力供給の脆弱性の解消、電気料金

の抑制、脱炭素電源確保の観点から、国のエネルギー政策上、極めて重要であり、一昨

日、21 日水曜日の 6 号機の原子炉起動は極めて重要な一步であると考えております。他

方、昨日、22 日木曜日ですが、制御棒を引き抜く作業中に、制御棒 1 本の操作について

不具合を示す警報が発生し、その原因調査に時間を要する見込みであることから、東京電

力は、計画的に原子炉を停止したものであると承知しております。一連のプロセスを進め

るに当たっては、工程ありきということではなくて、一つ一つの作業を丁寧に確認しなが

ら慎重に対応することが重要であると考えております。東京電力においては、原子力規制

庁の指導の下、引き続き、安全最優先で高い緊張感を持って対応を行うとともに、まずは

原因究明と事象の解消に努め、地域や社会の皆様に対し、丁寧で分かりやすい説明を行っ

てもらいたいと考えております。その上で、東京電力の原子力事業者としての適格性につ

いては、原子力規制委員会において確認されているものと承知しております。政府として

は、原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた場合に限り、地域の御理解を得な

がら再稼働を進めていくという従来の方針に変わりはございません。 

（第五次総合特別事業計画） 

第五次総合特別事業計画※については、御案内のとおり現在審査を進めているところで

ございます。具体的な内容や時期に関するお答えは差し控えますが、原子力損害賠償・廃

炉等支援機構法に規定する要件を満たすことが確認できれば、近日中に認定することにな

ると考えてございます。柏崎刈羽原子力発電所の再稼働については、国のエネルギー政策

上、極めて重要であるとともに、東京電力の経営改善に資するものであることは先ほどの

とおりです。 

   ※総合特別事業計画：東京電力ホールディングスの再建計画（通称：総特） 

（中部電力浜岡原子力発電所の安全審査に係る不正） 

中部電力の原子力発電事業者としての適格性や処分の内容については、原子力規制委員

会において、原子力規制検査の結果なども踏まえて判断されるものと承知しており、私か

らお答えすることは適切ではないと考えております。原子力利用における安全性の確保

は、原子炉等規制法に基づき、独立性の高い原子力規制委員会が一元的に確認することに

なっています。いずれにしても、中部電力においては、原子力規制庁の検査や報告徴収命

令に対し真摯に対応してもらいたいと考えております。その上で、今回の事案は原子力の

利用の大前提である安全性に対する国民の信頼を大きく損なうものであって、決してあっ

てはならないものだと考えており、経済産業大臣として極めて重く受け止めています。経

済産業省としては、中部電力に対して、5 日の月曜日に、電気事業法に基づく報告徴収命

令を行い、徹底した原因究明と実効的な再発防止策の検討・実施を求めております。報告

の結果を踏まえ、厳正に対処していくこととしております。 
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 2 月 3 日 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働 他 

https://www.meti.go.jp/speeches/kaiken/2025/20260203001.html 

（南鳥島沖におけるレアアース泥の試掘成功、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働） 

まず、地球深部探査船「ちきゅう」の話ですけれども、内閣府が、先月より南鳥島周辺

海域で実施しているレアアース泥の回収に関する実証試験において、約 6,000 メートルも

の深海よりレアアース泥を回収することに成功したと承知しております。レアアース泥採

掘に関する産業化に向けて、現在行っている試験の結果も踏まえ、採鉱から分離・精製ま

での一連のプロセスの実証と経済性の検証が必要ですが、まずは研究開発段階として深海

から揚泥に成功したことは、経済安全保障や総合的な海洋開発の観点等からも意義のある

成果であると考えております。昨年 4 月からの中国によるレアアース等の輸出管理措置に

伴う供給リスクについては、従来より我が国をはじめグローバルなサプライチェーンに影

響が及ぶことを懸念しており、経済産業省としても引き続き、我が国産業への供給不安が

生じないように対応を進めてまいります。具体的には、令和 7 年度補正予算や先日閣議決

定した予備費、令和 8 年度当初予算案に盛り込んでいる施策も活用しながら、同志国とも

連携しつつ、鉱山開発・製錬事業への出資や助成金支援等による供給源の多角化などを進

めてまいります。 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機については、原子炉起動後に、制御棒の操作において確認

された不具合を踏まえ、1 月 23 日金曜日より原子炉を停止し、原因調査を行っているも

のと承知しております。東京電力は、その結果を踏まえて、今後の工程を見直す方針と認

識しております。一連のプロセスを進めるに当たっては、工程ありきではなく、一つ一つ

の作業を丁寧に確認しながら慎重に対応していくことが重要であると考えてございます。

経済産業省としては、東京電力は、原子力規制庁の指導の下、引き続き、安全最優先で高

い緊張感を持って対応を行うとともに、原因究明と事象の解消に努め、地域や社会の皆様

に対し、丁寧に説明を行うよう求めていくこととしております。 

  東京電力による提携先企業の募集開始、中部電力浜岡原子力発電所の安全審査に 

係る不正の次期中期経営計画への影響 

まず、1 月 26 日月曜日に認定を行いました「第五次総合特別事業計画」ですね、「総

特」と呼んでいるようですけど、東京電力福島第一原子力発電所の長期にわたる廃炉の貫

徹に向けた、持続的で安定的な資金・人材の確保、GX・DX 等に対応した電力の安定供給

責任の全う、不断の経営合理化策やアライアンス追求による成長資金の確保などの具体的

な取組を盛り込んだ適切なものだと評価しております。このうち、昨日募集が開始された

アライアンスについては、中長期的な廃炉の推進と企業価値の向上を両立するガバナンス

確保につながることや、我が国の GX や DX による電力需要増への対応をリードすることな

ど、特別事業計画に示された考え方に沿って、大胆な提案がなされることを期待しており

ます。今後、東京電力には、特別事業計画に沿って、引き続き、着実な賠償・廃炉に取り

組むとともに、アライアンスの活用等による中長期な企業価値の向上に取り組んでいただ

きたいと考えております。 

中部電力ですが、報道は承知しておりますが、現時点で中部電力から公表されたもので

はなく、コメントは差し控えたいと思います。また、現在、原子力規制委員会による検査

が行われているところであり、浜岡原子力発電所の今後の見通しに関して、予断を持って

お答えすることは適切ではないと考えております。その上で、浜岡原子力発電所の基準地

震動策定に係る今般の不適切事案は、原子力の利用の大前提である安全性に対する国民の

信頼を大きく損なう、あってはならないものであり、経済産業大臣として、極めて重く受

け止めております。経済産業省として、中部電力に対し、1 月 5 日月曜日に、電気事業法

に基づく報告徴収命令を行ったところであり、徹底した原因究明と実効的な再発防止策の

検討・実施を求めており、その結果を踏まえ、厳正に対処していくこととしております。 
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○エネこれ（エネルギーの「これまで」と「これから」） 

（1）「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④：安定供給と脱炭素の両立をめざす電力

システム改革【1月 23 日公開】 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/energykihonkeikaku2025_kaisetu04.

html 

 

※「エネこれ」ホームページ 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/ 

  （当事務所でも紙媒体で配布しています） 

 ※「みんなで考えよう、エネルギーのこれから（30 秒 Ver.）」（YouTube） 

https://www.youtube.com/watch?v=NrNNnZ0dLuA&t=9s 

 

●経済産業省 X（旧 Twitter）公式アカウント 

https://x.com/meti_NIPPON 

●METI CHANNEL（当省の YouTube 動画配信サイト） 

https://www.youtube.com/@metichannel/featured 

●資源エネルギー庁メールマガジン（配信登録） 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/mailmagazine/ 

●統計ポータルサイト（エネルギーに関する分析用データ） 

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/ 

 

 

２．事務所活動 

○新潟県「緊急時モニタリング訓練」現地調査【1月 16 日】 

新潟県が柏崎市高柳町等で実施した、東京電力柏崎刈羽原発での重大事故を想定した環

境中の放射性物質の濃度を調べる「緊急時モニタリング」の現地調査を行いました。 

    

    訓練実施場所（柏崎市高柳町）     雪の採取訓練 
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３-１．各種委員会開催状況等（エネルギー全般） 

 

※該当する委員会等の開催はありませんでした。 

 

 

３-２．各種委員会開催状況等（電気・ガス事業関連） 

○第 4回 青森県・立地地域等と原子力施設共生の将来像に関する共創会議【1月 20 日】 

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/aomori_kyosokaigi/004.html 

地域の将来像の実現に向けた取組の「工程表」フォローアップについて報告・議論が行わ

れました。 

 

○第 6回 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 ガス事業環境整備ワーキンググループ

【1月 23 日】 

ガスシステム改革の検証に係るヒアリングの振り返りと論点整理、経過措置料金規制の解

除基準と都市ガス事業者の状況について報告・議論が行われました。 

 

○第 110 回 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 制度検討作業部会【1月 23 日】 

容量市場、需給調整市場等について報告・議論が行われました。 

 

○第 11 回 原子力小委員会 革新炉ワーキンググループ【1月 29 日】 

次世代革新炉（高速炉及び高温ガス炉）について報告・議論が行われました。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/kakushinro_wg/011.html 

 

 

３-３．各種委員会開催状況等（新エネ・省エネ他） 

○第 42 回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 洋上風力促進

ワーキンググループ【1月 21 日】 

一般海域における占用公募制度の運用指針の改訂案について書面審議が行われました。 

 

○第 79 回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会【2月 3日】 

再生可能エネルギーの主力電源化、再エネ特措法に関する諸論点について報告・議論が行

われました。 

 

 

３-４．パブリック・コメント募集中案件（当省原子力関連） 

 

現在募集中の案件はございません。 

 

 ※パブリック・コメント全体につきましては、e-GOV ポータルの「パブリック・コメン

ト」をご覧ください。 

 （e-GOV ポータル） 

https://www.e-gov.go.jp/ 
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４．その他（注意喚起） 

◎資源エネルギー庁の名を騙り「節電協力給付金」の受け取りを求めるメールにご注意く

ださい【1月 15 日】 

資源エネルギー庁の名前を騙って、「節電協力給付金」の受け取りを求める内容の

メールが届いたという情報が資源エネルギー庁に寄せられております。 

資源エネルギー庁がこのようなメールを送った事実は一切なく、詐欺等を狙った

メールであると考えられますのでご注意ください。 

 

（お問合わせ窓口） 

電話：0570-028-555 

受付時間：9:00～18:00 

※土日祝日、年末年始を除く 

 

 

（以上） 

 










